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源泉徴収漏れについて

10 月に実施された松江税務署による調査により、源泉の徴収漏れが判明しました。

●問い合わせ先

琴浦町出納室

電話番号 ０８５８-５２-１７１１ ファクシミリ ０８５８-４９-００００

１ 概要

１０月１０日から３日間実施された松江税務署の調査により、令和元年から令和５年にか

けて、源泉の徴収漏れが判明しました。

主な原因は、個人事業主を法人として扱っていたため源泉所得税を徴収していなかったこ

と、また、同一日の支払いについて合計金額から源泉徴収税額が計算されることの認識が

なかったことから、徴収税額が不足したことによるものです。

２ 漏れのあった源泉徴収税額（追徴税額）

１，３９９，４９５円

対象者数 ８人

３ 今後の対応

（１）１２月議会で追加議案として最終日に補正提案します。

（２）可決となれば追徴税額を税務署に支払います。

（３）その後、不納付加算税、延滞税の順で税務署に支払います。

（４）徴収漏れのあった対象者に、不足した税額を納めていただきます。

４ 再発防止について

法令を遵守し、適切な方法で源泉徴収を行ってまいります。
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